
単位：円

口        径 金       額 消費税(10％) 合       計

   φ  １３mm 100,000 10,000 110,000

   φ  ２０mm 200,000 20,000 220,000

   φ  ２５mm 380,000 38,000 418,000

   φ  ３０mm 600,000 60,000 660,000

   φ  ４０mm 1,300,000 130,000 1,430,000

   φ  ５０mm 2,000,000 200,000 2,200,000

   φ  ７５mm 4,800,000 480,000 5,280,000

   φ１００mm 8,000,000 800,000 8,800,000

   φ１５０mm 18,000,000 1,800,000 19,800,000

   φ２００mm 26,000,000 2,600,000 28,600,000

   φ２５０mm以上

単位：円

口        径 取  付  料 消費税10％) 合       計

   φ  １３mm 9,000 900 9,900

   φ  ２０mm 14,000 1,400 15,400

   φ  ２５mm 16,000 1,600 17,600

   φ  ３０mm 21,000 2,100 23,100

   φ  ４０mm 29,000 2,900 31,900

   φ  ５０mm 111,000 11,100 122,100

   φ  ７５mm以上

口径 13㎜ 20㎜ 25㎜

水栓数 7個 15個 25個

水栓数の基準個数
（滑川町給水装置工事基準関係）

備     考

（滑川町水道事業給水条例第３０条関係）

その都度定める。

（滑川町水道事業給水条例第５条の２関係）

加入金一覧表

メーター取付料一覧表

　最初メーターを取り付けた後、口径の異なるメーターに取り換えたときは、その
差額に　2,200円(消費税込）　を加えた額を納付しなければならない。
　ただし、小口径のメーターに取り換えた場合の差額は還付しない。

管理者が定める。



　　　　　　　口径
距離 φ13㎜ φ20㎜ φ25㎜ φ30㎜

38,500 42,900 63,800 71,500
35,000 39,000 58,000 65,000
42,900 48,400 69,300 78,100
39,000 44,000 63,000 71,000
47,300 53,900 74,800 84,700
43,000 49,000 68,000 77,000
51,700 59,400 80,300 91,300
47,000 54,000 73,000 83,000
56,100 64,900 85,800 97,900
51,000 59,000 78,000 89,000
60,500 70,400 91,300 104,500
55,000 64,000 83,000 95,000
64,900 75,900 96,800 111,100
59,000 69,000 88,000 101,000
69,300 81,400 102,300 117,700
63,000 74,000 93,000 107,000
73,700 86,900 107,800 124,300
67,000 79,000 98,000 113,000
78,100 92,400 113,300 130,900
71,000 84,000 103,000 119,000

　※　注１：

　　　注２：

□　その他手数料

□　設計審査手数料 1件 1,500円

□　完成検査手数料 1件 1,500円

□　計算式

（新規の場合） 加 入 金 円

ﾒ ｰ ﾀ ｰ 取 付 料 円

工 事 負 担 金

設計審査手数料 円

完成検査手数料 円

合計 円

50ｍまで

単位：円（上段：税込、下段：税抜き）

円　※本管(φ75㎜以上)より分水する場合は、不要

※給水管φ50㎜以下から分水する場合、本管（φ75㎜以上）の距離から

（滑川町給水装置工事基準関係）

工事負担金一覧表

負担する距離は、50ｍを限度とする。

口径40㎜以上の負担金の額は、そのつど管理者が定める。

5ｍまで

10ｍまで

15ｍまで

20ｍまで

25ｍまで

30ｍまで

35ｍまで

40ｍまで

45ｍまで


